［公告第2026-0002号］本契約には、清廉契約（誓約）制度が適用されます。
本契約は、韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」に基づく清廉契約制度が適用されます。
入札者は、入札書の提出にあたり、下記の清廉契約書に関する内容を必ず熟読のうえ承諾しなければなりません。
当該内容に違反した場合、発注機関の措置に対して一切の異議を申し立てることはできません。
韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」第5条の2に基づき、本入札に参加した当社の代理人および役職員は、入札・落札、契約締結または契約履行等の過程（竣工・納品後を含む。）において、下記各号の清廉契約条件を遵守することを約し、これに違反した場合には、入札・落札の取消しまたは契約の解除・解約等の不利益処分を甘受するとともに、これに関し民事上および刑事上のいかなる異議も申し立てないことを誓約します。

1. 金品・接待・就職の提供（親族等に対する不正な就職の提供を含む。）および斡旋等を要求し、約束し、またはこれを供与・収受しません。

2. 入札価格の事前協議または特定者の落札を目的とする談合等、公正な競争を妨げる行為を行いません。

3. 公正な職務遂行を妨げる斡旋・請託を通じて、入札または契約に関連する特定の情報の提供を要求し、またはこれを受領する行為を行いません。

4. 韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律施行令」第4条の2第1項第2号に違反した場合には、下記の損害賠償額を支払います。
- 入札者：入札金額の100分の5
- 契約相手方：契約金額の100分の10

※ 不公正行為通報窓口
通報窓口
通報方法
国民権益委員会清廉ポータル
福祉・補助金の不正受給および公的財政の不正請求等の行為、腐敗行為、「不正請託および金品等の授受の禁止に関する法律」違反等に関する相談・通報
www.clean.go.kr
1398（無料）
国民権益委員会
＜国民申聞鼓＞
パワーハラスメント等の被害申告、腐敗・公益通報、消極行政等に関する申告
www.epeople.go.kr
110（無料）

KOCCA TOKYO SNS 広報運営 業務委託 入札公告





1. 入札概要
· 入札件名 : KOCCA TOKYO SNS広報運営 業務委託
· 事業内容 : 提案要請書参照
· 遂行期間 : 契約締結後 2026年12月4日まで
· [bookmark: _Hlk180136425]推定予算 : 6,363,636円（税別）
· 事業予算 : 7,000,000円（税込）
※　お問い合わせ：東京ビジネスセンター（主任　澤井春乃 ☎ +81-3-6550-8715 / hsawai@kocca.kr）
※ 契約金額は、前払金・中間金・残金（40：30：30）の割合で、3回に分けて支払われます。
2. 提案書提出
· [bookmark: _Hlk180136439]提案書提出期間 : 2026.03.12. ~ 2026.03.31. 16:00
· 提案書提出先 : KOCCA TOKYO公式メール(koccatokyo@kocca.kr)
※　入札価格は、消費税を含む金額で記載しなければなりません。
· 提案書の提出方法：KOCCA TOKYO公式メールアドレスへのオンライン提出
※　書類等は電子ファイルにて、提出基準に従い作成・アップロードのうえ提出してください。
※ 提案書の提出期間を過ぎて提出された提案書は認められません。（時間厳守）
※　上記メールアドレス以外の経路による受付は認められません。
3. 落札者の選定方法
· [bookmark: _Hlk180136495]入札方式 : 一般競争/総額入札
· 契約方法 : 交渉による契約(韓国の国家契約法施行令第43条基準)
- 評価方法 : 提案書（技術）+　価格、総合評価（提案書:価格=80:20）
· 評価の日程は提案書受付締め切り後に案内し、別途プレゼンテーションファイルの提出は必要なく、技術提案書で評価を行います。
· 提案書の発表は、課題責任者（PM）が直接行わなければなりません。また、振興院の事業担当者との事前合意なく、発表者を任意に変更することはできません。
4. 入札参加資格
· 日本に法人登記されている事業者であること。
※ 上記の資格を満たしていない者の入札は無効です。
5. 共同受注 :　不可 
6. 入札参加及び提案書提出時の必要書類
	区分

	提出区分
	必要書類
	必要枚数

	入札参加資格申請
	入札保証金
支給確約書
	入札保証金支給確約書
	原本1部

	技術提案書
	技術提案書
	提案書表紙(別紙書式)および技術提案書　
	原本1部
および
会社情報削除版
1部

	
	別添資料
	一般現況および沿革(別紙書式)
	

	
	
	参加人員現況総括表(別紙書式)
	

	
	
	参加人員の履歴事項(別紙書式)
	

	その他
必要書類
	個人情報収集·利用·提供同意書(別紙書式)
	原本１部


	
	韓国コンテンツ振興院 退職者の役員等在職有無確認書(別紙書式)
	

	
	業務委託参加確認書および報酬支給確約書(別紙書式)(必要な場合)
(参加人員のうち所属外(フリーランサー等)の人員がいる場合作成、提出)
	

	
	見積書　
	

	
	算出内訳書 * エクセルの書式をダウンロードし作成
	

	
	履歴事項全部証明書
	コピー版1部

	実際に参加する人員の現況および履歴事項
(利害関係者)
	実際に参加する人員·利害関係者の現況および履歴事項
* エクセルの書式をダウンロードし作成
	原本１部



· 会社情報削除版の場合、表紙及び本文において提案事業者が特定される内容(会社名、CI、代表者など)の記載は不可とし、当該情報をすべて削除のうえ提出すること。(未削除の場合、評価の際に不利益が生じる可能性があります。)
· 入札書類及び提案書の作成に関する書類様式は提案要請書の別紙書式を参照
· 入札参加資格書類を未提出の場合、提案書の受付は行いません。
· 上記の提出書類は、入札締切日の前日までに発行されたもので、かつ有効期間内のものに限ります。
入札締切時点で有効期間が切れている書類は無効となります。
7. 入札保証金の納付及び帰属
· 入札保証金は、提案書提出時において、韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」施行令第37条及び第38条に基づく「入札保証金支払確約」を行ったものとみなし、納付を免除するものとします。なお、これに代えて支払確約書を提出するものとします。落札者が正当な理由なく定められた期限内に契約を締結しない場合には、入札保証金を納付（帰属）しなければならず、不正当業者として入札参加資格の制限処分を受けることがあります。
8. 入札の無効
· 韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」施行令第39条及び同法施行規則第44条に該当する場合 ― 入札参加資格のない者が入札した場合
· 落札者が所定の期日内に契約を締結しない場合
· 入札参加時点より以前に振興院と委託用役契約を締結し、その契約を誠実に履行することができないと評価されている場合
9．その他
· 入札に参加しようとする者は、提案依頼書、韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」、「企画財政部契約例規」その他入札に必要なすべての事項について、入札前に十分に熟知しなければなりません。これを熟知しなかったことによる責任は、入札者に帰属します。
· 提出された書類の記載内容が虚偽又は誇張（投入人員の月別参加率が100％を超過する場合等）であることが判明した場合には、審査対象から除外し、契約を解除することができるものとします。また、入札者はこれに伴う損害賠償責任を負うものとします。さらに、韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」施行令第76条及び同法施行規則別表2［不正当業者の入札参加資格制限基準］に準じ、不正当業者として入札参加が制限されることがあります。
* 投入人員の人件費計上関連
- 本用役の参加人員は遂行期間中に参加率が最低30%以上(未参加の月は0％として計上)でなければならず、遂行するすべての用役を含め、100%を超過できない。
· 提案要請書作成要領　Ⅲ. 事業管理部門の執行計画の作成必須（提案要請書様式参照）
· 提出された提案書は振興院の承認なしに修正·補完することができず、本提案に係る所要費用は入札参加者負担となります。
· 提案書提出後は、受信確認により最終提出の有無を必ずご確認ください。提案書の最終提出の有無を確認しなかったことにより生じた一切の責任は、入札者に帰属します。
· 提案書（電子ファイル）が締切日時までに指定の提出用メールアドレスに受信されない場合（上記の提出経路を経由しない場合を含む）、又は添付ファイルに不備がある場合は、提出されなかったものとみなします。提案書を提出しない場合は、入札を無効とします。
· 必要な場合提案内容についての確認資料を要請することができ、入札者はこれに応じなければなりません。
· 被評価者保護などのため、技術評価の全過程を録音することができます。
· 課業遂行によって生産された各種調査資料と産出物の全ては韓国コンテンツ振興院の所有であり、韓国コンテンツ振興院の承認なしに第三者に提供したり本課業以外の目的に使用することはできません。
· 契約提出時、情報非公開同意書を1部提出しなければなりません。
· 協議による契約方式の役務入札において提案書を提出する際は、「韓国コンテンツ振興院退職者の役員等在職有無確認書（別紙様式）」を提出しなければなりません。該当する場合には減点が適用されます。提出内容が事実と異なる場合には、落札の取消し、契約の解除又は解約、並びに入札参加資格の制限を受けることがあります。
· 入札および評価の過程において、評価委員への事前接触等の不公正行為が確認された場合、減点措置を適用します。また、当該違反行為が技術協議（技術交渉）後に発見された場合には、落札取消し、契約解除または解約、ならびに国家契約法に基づき不正当業者として入札参加資格の制限を受ける場合があります。
· 振興院の違反行為の有無を確認するため、入札者又は契約相手方に対し、関連資料の提出を求めることがあります。入札者又は契約相手方は、特別な事情がない限り、これに積極的に協力しなければなりません。
· 上記の公告内容は、韓国コンテンツ振興院の事情により変更されることがあります。

· お問い合わせ
東京ビジネスセンター（主任　澤井春乃　 ☎　+81-3-6550-8715 / hsawai@kocca.kr）

上記のように公告する
2026年3月12日

韓国コンテンツ振興院長
